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日本企業とインドネシア人材のマッチングに大きな可能性
特集  外国人材と働く

ASEAN 域内で最大の経済大国インドネシア。政府は若年層の失業対策
として、教育や職業訓練に関する予算拡充、インターンシップの強化など
人材育成に積極的で、日本の特定技能制度に期待を示す。国民も中等教育
の第 2 外国語で日本語を選択するなど日本への関心が高い。豊富な労働力
を有するインドネシアだけに、日本側からもインドネシア人材への期待は
大きい。

豊富な労働力から人材送出国として期待
インドネシアは、東南アジア最大の経済規模（名目GDP 1兆ドル）を有し、

東南アジア唯一の G20 メンバー国だ。人口は約 2 億 6,000 万人で、世界
第 4 位の人口規模となる。今後さらなる人口増加とともに、人口ボーナス
が 2030 年まで続くと予想されており（図 1 参照）、所得水準も増加して
いくことが見込まれていることから（図 2 参照）、豊富な労働力と旺盛な
消費によって、引き続きインドネシア経済が成長していくことが期待され
ている。また、図 2 からは所得の低い世帯層は今後も依然として多いこと
がわかる。こうした層はより富を求めて海外に働きに出る動機を持つ層を
形成する。このように豊富な労働力に加えて、低い所得層の存在はインド
ネシアの人材送り出し国としての可能性を高めている。

労働市場の課題とインドネシア政府の対策
（1）製造業の規模拡大と就業者増加が必要

インドネシアの産業別就労者数をみると、農林水産とサービス関連に多
くの就労者が属している（表参照）。製造加工の就労者は 1,792 万 4,002
人（14.1％）にとどまり、産業構造の高度化や輸出促進の観点から、製造
業の規模拡大や就労者の増加が必要とみられている。

（2）若年層の失業率対策が課題
失業率は年々減少傾向にあり、2018 年 8 月時点では 5.34% となって

いる（図 3 参照）。年齢グループ別の失業率では、15 ～ 19 歳は 26.67%、
20 ～ 24 歳は 16.73%、25 ～ 29 歳は 6.99% となっており（図 4 参照）、
若年層の失業率が高く、インドネシア政府としても若年層の失業率対策が
課題となっている。また、地域別失業率で、例えば、西ジャワ州 8.17％、
バンテン州 8.52% など、一部の地域では失業率が高い状況だ。さらに学
歴別では、職業高校（SMK: Sekolah Menengah Kejuruan）卒業生の失業
率が高い。そのため、インドネシア政府は職業訓練の充実に力を入れ、例
えば、工業省は Link & Match プログラムの下で職業高校の教員や学生の
インターンシップなどを促進している。

（3）技能レベルや教育水準の高い労働者を
インドネシアでは、就労者の 57% がインフォーマルセクターに、43%

がフォーマルセクターに属している。就労と学歴の関係をみると、イン
フォーマルセクターは中学校以下の学歴が 75.6% を占める。フォーマル
セクターは、大学やポリテニックといった高等教育以上が 24.0%、普通高
校が 23.0% で、学歴が高いほどフォーマルセクターに属する傾向がある
ことがうかがえる（図 5 参照）。今後、Industry 4.0 などによる産業高度化
や労働生産性向上を実現していく上で、インドネシア政府は技能レベルや
教育水準の高い労働者を増やしていくことを必要としており、教育や職業
訓練に関する予算の拡充、人材育成・研究開発に対する減税制度の導入な
どを進めている（2019 年 8 月 15 日付ビジネス短信参照）。

（4）日本の特定技能制度に期待
2019 年 6 月 25 日、石井正文駐インドネシア大使とムハンマド・ハニ

図1：人口構造

図2：年間の可処分所得層別世帯数（千世帯）

2015年：2億5,840万人　　　　　　　　2030年：2億9,930万人

出所：国連 世界人口予測・2019年版

出所：ユーロモニター

表：産業別就労者数（15歳以上、2018年2月）（―は値なし）

図3：失業率推移

図4：年齢グループ別失業率（2018年）

出所：インドネシア中央統計局（BPS）

注：各年2月と8月データ。　出所：インドネシア中央統計局（BPS）

出所：インドネシア中央統計局（BPS）

図5：就労と学歴（2018年） 

出所：国家開発企画庁（Bappenas）
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フ・タギリ労働相との間で、日本の在留資格「特定技能」を有する外国人
に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書の署名式
が行われた（2019 年 6 月 27 日付ビジネス短信参照）。インドネシア政府
はインドネシア人材の就労機会の確保とスキルアップの観点から、特定技
能制度に大きな期待を寄せている。素形材分野や介護分野、建設分野など
14 分野で、インドネシアを含む 9 カ国から 5 年間で 34 万 5,150 人（上限）
の受け入れが見込まれるうち、インドネシアから 7 万人程度を送り出した
いという意向を有している。

外国で就労するインドネシア人の推移をみると、2017 年時点で 26 万
2,899 人となっている（図 6 参照）。主な就労国・地域は、マレーシア、台湾、
香港、サウジアラビア、シンガポールだ（図 7 参照）。主な就労業務はハ
ウスメイドやプランテーションワーカーなど。学歴別では中学校以下の割
合が多い。

日本の法務省在留外国人統計では、2018 年 12 月時点のインドネシア
人の技能実習生は合計 2 万 6,914 人（技能実習 1 号から 3 号の合計）と
報告している。

日本での就労に対する期待と不安
（1）多くは中等教育の第 2 外国語で日本語を習得

日本企業は 1970 年代当初からインドネシアに投資を続けており、例え
ば、四輪車および二輪車で 9 割以上のシェアを占めるなど、インドネシ
アでのプレゼンスを有している。そのため、インドネシア人が現地の日本
企業での就労可能性を高めるために、インドネシア人学生が中等教育での
第 2 外国語として日本語を選択するケースが多い。日本の国際交流基金が
2015 年度に実施した「海外日本語教育機関調査」によると、インドネシ
アは中国に次いで 2 番目に日本語学習者数が多い国となっている（中国：
95 万 3,283 人、インドネシア：74 万 5,125 人）。一方で、この調査によ
ると、インドネシアの日本語教員数は少なく（中国：1 万 8,312 人、イン
ドネシア：4,540 人）、国際交流基金の日本語パートナーズ事業などの取
り組みを通じて日本語教育の支援が行われているところだ。

（2）日本での就労への関心は高いものの心配も
10 月上旬にジャカルタとバンドンで実施した海外ジョブフェア（経済産

業省委託事業の下、ジェトロとパソナ社が実施）では、2 カ所合計で約 1,350
人の参加があり、日本での就労について大きな関心があることがうかがえ
た。

海外ジョブフェア参加者に対して、日本での就労の関心や心配な点につ
いてインタビューしたところ、関心を持っている点としては、「日本で仕事
経験を積むことができる」「先進的な技術を学ぶことができる」「人的・業
務的ネットワークを構築することができる」「良い給料を得ることができる」

「日本文化が好き」といった声が多く聞かれた。日本の仕事スタイルに関し
ては、「規律が厳しい」「時間どおり」「残業が多い・ハードワーク」「組織的」
といった見方が多かった。心配な点では、「祈りの時間を確保できるか」「ハ
ラールフードがあるか」「時間を守れるか」「正しいビジネス日本語を使え
るか」といった不安が多かった。日本へ留学した学生がインドネシアに一
度帰国した後に、あらためて日本で働くことに関心を持ち就労先を探すケー

スも見受けられた。また、インドネシアにある大手日本企業と、インドネ
シア人にはなじみがない日本にある中堅中小企業と、どちらで働くことが
魅力的かを聞くと、日本にある中堅中小企業で働くことに魅力を感じると
いう声もあった。

海外ジョブフェアに参加した日本企業からは、「想像以上に優秀な人
材が日本での就労に関心を示していることに驚いた」「中小企業では理系
人材の確保が難しい状況でインドネシアに可能性を感じる」といった感想
が複数聞かれた。

（3）大学によるキャリアセンター設置の動きも
インドネシアは日本と異なり、大学卒業直後に就労することが必ずしも

一般的ではないいため、大学が卒業生の就労先を把握していないケースも
多いが、最近ではバンドン工科大学をはじめとしてキャリアセンターを設
置する大学も出てきており、学生の就労支援の充実が図られている（ITB
キャリアセンター）。また、キャリアセンター間のネットワーク構築の取り
組みも行われている（インドネシア・キャリア・センター・ネットワーク）。
前述の海外ジョブフェアも大学などの協力の下で実施され、日本での就労
について大きな関心があることがうかがえた。

一方で、日本の教育機関と連携する大学へヒアリングを行ったところ、
日本で働くことに期待を当初持っていた学生が日本でのインターンシップ
経験の後に、日本で働くことへの関心が低下するケースがあると指摘され
た。当該大学はインドネシアの比較的裕福な家庭の子どもが通学する大学
で、車を所有する学生もいることから、日本でのインターシップの際、2
段ベッドで 1 部屋 4 人の生活などがネガティブな影響を与えた可能性があ
るとのことだった。また、他の優秀な日本語学習者を育成する大学からは、
過去に日本に就職した学生を輩出したものの、現在はどちらかというと学
生をインドネシア国内の日本企業に就職させたいという意向が示された。

（4）技能実習生送り出し機関はきめ細かな対応
インドネシアからの技能実習生の人数は年々増加している。送り出し機

関にヒアリングを行ったところ、技能実習生候補者の選抜、数カ月間の研
修（日本語、生活指導、労働知識・5S など）、日本へ渡航後のフォローなど、
きめ細かな対応を行っているという。技能実習を円滑に実施・完了できる
ようにするために、渡航前の研修や渡航後のフォローは非常に重要だと強
調していた。

日本企業に必要な心構え
既に述べてきたように、インドネシアでは日本語学習者が多いこと、日

本での就労に関心も高いこと、多くの若年層が就労先を求めているといっ
たことなどから、日本企業とインドネシア人材がマッチングできる可能性
は大きいといえるだろう。

一方で、インドネシアは多様な民族や地域で構成されており、世帯収入
レベルも多様なことから、インドネシア人材の特性や能力をひとくくりに
することはできない。また、インドネシア経済がさらに拡大していく過程で、
例えば、新工場建設などに伴うマネジメント人材や Industry 4.0 などによ
る産業高度化に伴って技能レベルや教育水準の高い人材が求められていく
ため、インドネシア国内でも優秀な人材へのニーズが高まると想定される。
さらに、就労先は日本以外の国にも選択肢があることに鑑みると、日本で
働くことの魅力を高めていくことが必要となる。

日本企業にとっては、個々の人材の能力などに応じた適切な処遇ととも
に、宗教や文化への配慮が必要となろう。ジェトロを含む公的機関は、日
本企業が外国人材と働く上で必要な情報提供を行うとともに、日本企業や
外国人材が直面する課題等の把握に努め、それらに適切な対処・支援を行っ
ていくことが必要となろう。
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図6：外国で就労するインドネシア人数の推移（単位：人）

出所：労働省（Ministry of Manpower）

図7：主な就労国（単位：人）

出所：労働省（Ministry of Manpower）

海外ジョブフェア（ジャカルタ、バンドン）の様子（ジェトロ撮影）



民事保全手続とは
民事保全手続とは、その名のとおり、民事訴訟による権
利の実現を保全するための手続です。
紛争が発生した場合に、訴訟を提起し、判決がなされて
確定するまでには、相当の時間を要します。このため、そ
の間に相手方の財産状態や係争物の権利関係に変化が生
じ、せっかく勝訴判決を得ても強制執行をすることが出来
ず、著しい損害を被ったり、訴訟手続が無意味となってし
まったりするおそれがあります。
民事保全手続は、このような不合理な事態を避けて、権
利を保護するために、権利を主張する者に対して、暫定的に、
一定の権利行使や地位を認めるものです。

民事保全手続の種類
民事保全の手続には、仮差押え（民事保全法20条）と
仮処分とがあり、仮処分には、係争物に関する仮処分（同
23条 1項）と仮の地位を定める仮処分（同条2項）の2
種類があります。
仮差押えは、金銭の支払を目的とする債権を保全するた

めに、債務者の財産のうち、債権額に相応する財産の現状
を維持し、将来の強制執行による債権回収を確保する手続
です。
仮差押命令によって、債務者は、対象とされた財産を費消、

隠匿したり、資産の現状を変更したりすることができなく
なるため、債権者が勝訴判決を得るまで相当の時間がかかっ
ても、その後の強制執行によって債権の回収を確保できる
ことになるのです。
例えば、商品を販売した取引先に対し、売掛金の支払い

を何度請求しても支払ってこない、同社は資産価値のある
不動産も特に所有していないといったケースにおいて、取
引先の預金口座の預金について仮差押えを申し立て、後々、
強制執行した際に、売掛金を回収できるようにするといっ
たことが考えられます。

係争物に関する仮処分は、特定の動産や不動産について
の給付請求権（不動産の明渡請求権など）について、目的
物の現在の状態が変わることによって、将来の権利行使が
不可能または著しく困難になるおそれがある場合に、必要
な暫定措置をとる手続です。
例えば、所有している不動産が不法占拠されていて、そ

の明渡しを求めるような場合、不法占拠者に対して訴訟を
提起しても、審理の途中でその者が別の者に不動産を渡し
てしまえば、その後勝訴しても、新しい占拠者がいる以上、
不動産の明渡しを受けられず、再度、新しい占拠者に対し
て訴訟を提起しなければならないおそれがあります。この
ような場合に、係争物に関する仮処分の1つである占有移
転禁止の仮処分（民事保全法62条）を申し立てて、不動
産の占有を移転できないようにする（移転したとしても強
制執行が可能なようにする）ことが考えられます。

仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係につい
て、債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるた
めに、暫定的な法律上の地位を定めるものです。
例えば、違法な株主総会決議によって選任された取締役

がその職務に当たることによって著しい損害を生ずるおそ
れがある場合に、その取締役の職務の執行を停止し、代行
者を選任する仮処分を申し立てたり、会社に対して執拗に
電話を掛けてきて業務を妨害する悪質なクレーマーがいる
ような場合に、会社への訪問、架電の禁止の仮処分を申し
立てたりするようなことが考えられます。
仮の地位を定める仮処分は、非定型のものが少なくなく、

紛争の内容に応じて様々な申立てが考えられます。

民事保全の要件
仮差押命令や仮処分命令を申し立てた場合、これが認め

られるための要件は、①被保全権利の存在、②保全の必要
性になります（民事保全法13条）。
①被保全権利の存在とは、文字通り、民事保全を申し立

弁護士法人　中田・島尾法律事務所
弁護士　美馬 和仁

民事保全手続について
企業を経営していく中で、他の企業や、個人との間で紛争が生じた場合、取り得る法
的措置として、まず思い浮かぶのは、いわゆる裁判（民事訴訟）になるかと思います。
しかし、民事保全法に基づく民事保全手続も、早期に権利侵害から救済を図ったり、
訴訟による解決をより実効的なものにしたりするために有効な手続です。
以下では、民事保全手続の概要についてご説明します。

弁護士
　　から一言
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てる理由となる権利が実際に存在するということです。
すなわち、民事訴訟の判決が下される前に、債権者に対

して、暫定的に、一定の権能や地位を認めてもらう（これ
に対応して、債務者に一定の不利益を与える）以上、保全
すべき権利が実際に存在しており、民事訴訟において勝訴
することが一定程度見込まれる必要があるのです。
例えば、特に借用証を作成せずに口約束で相手方に

1000万円を貸したが、相手方は借りた覚えがないと言っ
て返済しないというケースがあったとすると、相手方の財
産について仮差押えを申し立てても、そもそも、お金を貸
したのかどうかの証拠が乏しく、被保全権利である貸金返
還請求権の存在が認められないおそれがあるということに
なります。

②保全の必要性について、仮差押えの場合は、将来強制
執行をすることができなくなるとき、又は強制執行をする
のに著しい困難を生ずるおそれがあるときに（民事保全法
20条1項）、係争物に関する仮処分の場合は、その現状変
更により、権利者が権利を実行することができなくなるお
それがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生
ずるおそれがあるときに（同23条1項）、仮の地位を定め
る仮処分の場合は、争いのある権利関係について、債権者
に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必
要とするときに（同条2項）、保全の必要性が認められる
ことになります。
例えば、仮差押えの申立てでは、債権者において、債務

者の財産状態、職業、地位、債権者の請求に対する態度な
どの事情を主張し、財産を仮に差押えなければ、債務者の
財産が減少し、強制執行でも債権の回収が不可能になるお
それがあると主張していくことになります。

保全命令の流れ
仮差押命令や仮処分命令（以下「保全命令」といいます。）

を申し立てる場合、以下のような流れで手続が進んでいく
ことになります。

保全命令の申し立て
　　↓
裁判所による審理（書面審理、審尋）
　　↓
担保決定・提供
　　↓
保全命令（申立ての却下）

保全命令を申し立てた後、裁判所で審理がなされること
になりますが、通常の訴訟のように、双方の当事者を呼び
出し、何回も期日を重ねて審理を行うというものではあり
ません。

裁判所が債権者より提出を受けた書類を審査し、必要に
応じて、「審尋」という非公開の手続によって、当事者か
ら書面又は口頭で事情を聞くなどして審理することになり
ます。
もっとも、仮の地位を定める仮処分の申立てにおいては、
内容によっては債務者に重大な影響を与えることになるた
め、原則として、債務者の立ち会うことができる審尋また
は口頭弁論の期日を経なければならないとされています（民
事保全法23条 4項但書）。

そして、審理の結果、申立てが認められることとなった
場合、担保の提供が求められることになります。
保全命令は、通常の訴訟における判決に先立って発令さ

れるものである以上、後々、訴訟において債権者が敗訴し、
判断が覆る可能性があります。この場合、不当な保全命令
によって債務者が損害や不利益を被ることになりますので、
このような事態に備えて、担保の提供が求められるのです。
担保額は、裁判所の裁量によって決定されることになり
ますが、一般的には、仮差押命令や係争物に関する仮処分
命令については、目的物の価格に応じて、仮の地位を定め
る仮処分命令については、仮処分の内容に応じて、当該事
件の具体的な事情も考慮しながら決められることになり
ます。
このようにして、債権者が担保を提供し、仮差押命令や
仮処分命令が発令されることになります。

最後に
以上のとおり、民事保全手続の概要をご紹介いたしまし

た。民事保全には様々なケースがあり、また、その手続の
内容についても紙幅の都合上、十分に説明できているわけ
ではありません。
民事保全は、迅速に権利の保全、救済を図ることができ

る手続であり、企業と個人、あるいは企業間紛争を実効的
に解決する手段として活用されているものですが、手続と
しては複雑ですし、あまり馴染みもないものと思います。
実際に民事保全手続を利用するという場合は、専門的な弁
護士にご相談の上でなさることをお薦めします。

以　上
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よろず
徳島県

支援拠点
中小、零細企業者のあらゆる経営上の悩みに対応するため、（公財）とくしま産業振興機
構内に「徳島県よろず支援拠点」を開設しています。皆様のお役に立ちそうな支援内容を
「徳島県よろず支援拠点」のコーディネーターが交代で紹介していきます。

住宅ローン控除について

吉岡 　確　徳島県よろず支援拠点コーディネーター

明けましておめでとうございます。徳島県よろず支援拠点コー
ディネーター税理士の吉岡です。今年は 2 月 16 日から 3 月 15
日が個人の確定申告の申告期間となっております。確定申告提出
期間も近いので、今回は令和 4 年に住宅を新築等した場合の住宅
ローン控除について説明させていただきます。令和 5 年以降に取
得した場合は法律等が改正されている場合がありますのでご了承
ください。

●住宅ローン控除について
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得また

は増改築等（以下「取得等」といいます。）をし、令和 4 年 1 月
1 日から令和 7 年 12 月 31 日までの間に自己の居住の用に供し
たときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年
末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した
年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。これ
を住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）といいます。この特
例は、以下のとおり、住宅等の区分および居住年に応じて、借入
限度額や控除期間が異なります。
※�以下の表は住宅を新築等した場合の借入限度額、控除期間等と

なります。

   国税庁HP引用 

注）�一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認
を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたもの
は、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられ
ます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年
12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

●用語の説明
上記表の区分に記載されている用語は以下の通りです。

 
●対象者及び要件
対象者

対象者は住宅ローン等を利用してマイホームの新築等をした方
です。
控除を受けるための要件

個人が住宅を新築等した場合で、住宅借入金等特別控除の適用
を受けることができるのは、次の要件を満たすときです。
1. 共通要件

次の要件の全てを満たす必要があります。

2. 住宅等の区分に応じた適用要件
認定住宅等については、その区分に応じて次の適用要件を満た

す必要があります。
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徳島県よろず支援拠点

●住宅借入金等特別控除の控除期間および控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の

合計額（住宅の取得等の対価の額または費用の額（注 1、2）が
住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得
等の対価の額または費用の額。以下「年末残高等」といいます。）
を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します（100
円未満の端数金額は切り捨てます。）。
（注1）�住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合に

は、その補助金等の額を控除します。
（注2）�住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、住

宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合には、その適
用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。

●申告等の方法
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受

ける最初の年分と 2 年目以後の年分とでは異なります。
（1）控除を受ける最初の年分

控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、
下記の提出書類等を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する
必要があります。

（2）2 年目以後
2 年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に「住宅

借入金等特別控除額の計算明細書」、「住宅取得資金に係る借入金
の年末残高等証明書」を添付することで特別控除の適用を受ける
ことができます。

また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上
記（1）のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2
年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けること
ができます。

この場合、税務署から送付される「年末調整のための（特定増
改築等）住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の（特定増改
築等）住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借
入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。

●提出書類
1　共通の提出書類
・�「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
　※ �連帯債務がある場合は「（付表）連帯債務がある場合の住

宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
・�金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末

残高等証明書」
・�家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上

（特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40平方メー
トル以上50平方メートル未満）であることを明らかにする書類

・�家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写し
などで家屋の取得対価の額を明らかにする書類

・�土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合
（1）�土地の「登記事項証明書」などで敷地の取得年月日を明ら

かにする書類

（2）�土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らか
にする書類

・�国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合
　�市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する

書類
・�住宅取得等資金の贈与の特例（措法70の2、70の3）を受けた

場合
　贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

2　住宅等の区分に応じた必要書類
認定長期優良住宅
イ　�都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画の「認

定通知書」の写し
　　※ �計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」

の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には
「認定通知書」および「承認通知書」の写し

ロ　�市区町村の「住宅用家屋証明書」（認定長期優良住宅に該当
する旨などの記載があるもの）もしくはその写し、または建
築士等が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」

低炭素建築物
イ　�都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認

定通知書」の写し
　　※ �計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」

の写し
ロ　�市区町村の「住宅用家屋証明書」（認定低炭素住宅に該当す

る旨などの記載があるもの）もしくはその写し、または建築
士等が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」

低炭素建築物とみなされる特定建築物
市区町村の「住宅用家屋証明書（特定建築物用）」
特定エネルギー消費性能向上住宅
建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」または登録
住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し
エネルギー消費性能向上住宅
建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」または登録
住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し

以上が住宅ローン控除の概要になります。どのような建物を建
築するかやいつ入居するかによって控除できる期間や限度額が変
わってきますので、わからないことがある場合は税務署や税理士
に確認するのがいいと思います。この規定は 1 年目に確定申告が
必要になりますので、要件に該当する方は必ず適用を受けること
をお勧めします。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置しております。
相談希望の方は上記、徳島県よろず支援拠点にご連絡ください。

（最新情報を確認して下さい）

徳島県よろず支援拠点
徳島県徳島市南末広町5番8-8
徳島経済産業会館2階
ＨＰ https://yorozu-tokushima.go.jp/

【平日】9：00〜 17：45
【休日相談会】
●第 2・第 4日曜日　10：00〜 17：00　徳島駅前ポッポ街
●第 1・第 3土曜日　10：15〜 17：00　アミコビル 9F

よろず支援拠点の連絡先は以下のとおりです。

受付時間

よろずにゴー

電話088‐676‐4625
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セミナー名 開催日時 場所 概要 受講料

小規模事業者持続化補助金
セミナー 2月17日 オンライン、

とくしま産業振興機構

本セミナーでは、小規模事業者
持続化補助金の概要や申請書作
成のポイント、注意点などを解説
します。

無料

創業セミナー（南部）

1月20日
2月  3日
2月17日
3月  3日
各18時半～
　20時40分

阿南ひまわり会館
基本的な創業ノウハウや事業計
画の立案など、創業に必要な知
識を全4回で講義します。

無料

創業セミナー（西部）

1月27日
2月10日
2月24日
3月10日
各18時半～
　20時40分

第1回・第3回
吉野川テレワークオフィス
第2回・第4回
美馬市地域交流センター
2階

基本的な創業ノウハウや事業計
画の立案など、創業に必要な知
識を全4回で講義します。

無料

近日開催の平成長久館セミナー一覧

平成長久館セミナー

セミナーについての詳細は、
こちらのページで御確認ください。

とくしま経営塾「平成長久館」では、開催するセミナーの
ご案内などを掲載した「長久館メールマガジン」を発行し
ています。
次のQRコード先よりお申し込みいただけましたら、ご登
録情報へ開催セミナーのご案内をさせていただきます。

皆様のお申し込みをお待ちしています。

　　お申し込みはこちら

　  平成長久館メールマガジンのご案内

■ 企業力の強化、企業や組織の核となる「人財」の育成を支援

とくしま経営塾

× Digital平成長久館 長久館

企業の人財育成・新事業展開を目指すデジタル技術を活用した

デジタルちょうきゅうかん
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期待の先進経済地区
「中国（湖南）自由貿易試験
区長沙片区」
徳島県と中国の中南部にある湖南省は2011年以来、友好交流
関係にあります。このたび、湖南省の省都・長沙市にある「中
国（湖南）自由貿易試験区長沙片区」を訪問して区内を見学す
るとともに、管理委員会の方にお話を伺ってきました。

徳島県と湖南省は 2011 年 11 月に「友好県省関係を
樹立する協議書」に調印して以降、湖南省での植林事業
や双方の中学生による卓球交流、大学同士のオンライン
交流会の開催など、各種の事業を進めてきました。

新型コロナウイルスの影響で両県省間の往来は難しい
状況が続いていますが、上海事務所では開設場所の強み
を活かし、機会あるごとに湖南省側の窓口である「湖南
省人民対外友好協会」を訪問、交流促進に関する意見交
換を行ってきました。2022 年 11 月中旬に対外友好協会
を訪問した際には、先方の計らいで長沙市中心部から車
で約 40 分の位置にある「中国（湖南）自由貿易試験区
長沙片区」を訪問しました。

自由貿易試験区は生産や研究開発拠点の集積地である
とともに、国内外貿易の促進地域として、省市単位で中
国全土の 21 か所が、また、それぞれの試験区の中で「片
区」と呼ばれる地区単位の 67 か所が指定されています。
湖南省内では、このたび訪問した長沙片区のほか、岳陽
片区、郴州片区の 3 地区で経済活動促進の取組が行われ
ています。

湖南省内 3 地区の合計面積は約 120㎢、このうち長沙
片区は全体の 3 分の 2 を占める約 80㎢と最大で、工業用
地のほか展示施設や国際会議場、オフィス機能を併設し
たホテルも整備されています。中国の新幹線・高速鉄道（高
鉄）の長沙南駅からは車で約 5 分、長沙黄花国際空港か
らは同じく 30 分程度で到着する利便性のよさもセールス
ポイントです。

2022 年 10 月末の時点で長沙片区内に設立されている
企業は約 27,000 社。広汽三菱（広州汽車と三菱自動車
等との合弁）、上汽大衆（上海汽車と独フォルクスワーゲ
ンとの合弁）、比亜迪（BYD、中国の EV メーカー）など
の自動車関連企業や航空、建設機械、電子など様々な業
種の生産拠点が並びます。2022 年 1 月から 10 月までの
間に設立された企業が 6,600 社あまり、全体の約 25％
を占めることから、急速に注目度を挙げていることが読
み取れます。

長沙片区管理委員会の王浩副主任は「生産・開発拠点
としてはもちろん、事務所機能の誘致や教育機関の整備、

ビザセンターの開設などに取り組み、中国内陸部の一大
先進地区として進んでいきたい」と意気込みを語ります。
筆者から徳島県内の企業に向けたアピールをお願いした
ところ「先進の産業基盤とビジネス環境を備えた長沙片
区で、特色あるグルメを楽しみながら経済活動に取り組
んでほしい。積極的な投資を期待している」とユーモア
を交えて語ってくれました。

長沙市は娯楽の街としても有名で、週末には若い世代
を中心に多くの人が訪れ、日本でいうユーチューバーや
ブロガーのような人たち（当地では「網紅」と呼びます）
が SNS を活用して観光やグルメなどの情報を発信してい
ます。

王副主任が語る「特色あるグルメ」、湖南料理は「湘菜」
と呼ばれ、多くは唐辛子をふんだんに使っていますが、
激辛というよりも「さわやかな辛さ」という印象で、上
海市内にも多くの店ができるほどの名物料理。また、長
沙市発祥のミルクティーのチェーン店は、わざわざ上海
ほか他都市からも人が訪れるほどの人気店です。

友好交流関係にある湖南省、そして長沙市への投資に
あたっては地元政府の支援も期待されますし、人件費を
はじめとしたコスト面や、鉄道でつながる欧州や東南ア
ジアなどに向けた輸送面の優位性など、その環境も整っ
ています。生産拠点だけでなく営業拠点の開設や現地企
業との連携など、当地での経済活動にご関心をお持ちの
皆様はお気軽に上海事務所までお問い合わせください。

電話：（+86）21-5255-0231
Mail：info@tokushima.sh.cn

写真）長沙片区内の展示会場。周辺には工業用地が広がる（管理委員会提供）

アジア展望
上海事務所だより

山田 寛之
（公財）とくしま産業振興機構

上海事務所　所長
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お知らせ

徳島県の経済団体・支援機関から企業の皆様のお役に立てる情報をお伝えしています。徳島経済産業
会館だより公益財団法人 とくしま産業振興機構

徳島県物価高騰対策応援金 売上要件追加のお知らせ

来月は、先日開催された四国商談会出展のレポート記事をお送りします。


